
令和４年度 松浪地区まちぢから協議会 第２回 運営委員会 次第 

日時 令和４年６月１５日（水）  

場所 松浪コミニティセンター ホール１・２ 

１ 開会（前田会長） 

２ 議事 

（１）市民集会について 

（２）規程等の改正（案）について 

（３）教職員歓送迎会について 

（４）コミセンまつりについて 

(５) その他

３ 防災対策部会からの進捗報告 

４ 自治会長部会からの進捗報告 

５ 市民安全部会からの進捗報告 

６ 自治会館の管理運営について 

７ 松浪コミュニティセンター・子どもの家「なみっこ」の管理運営について 

８ 松浪コミカフェ管理運営について 

９ 松浪まちぢから協議会ＨＰの現状報告 

１０ 会計からの報告 

１１ 各団体からの報告・共有 

(１) 松浪地区社会福祉協議会

(２) 松浪地区民生委員児童委員協議会

（３）松浪地区老人クラブ連合会 
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(４) 松浪地区地域包括支援センターさざなみ

(５) 松浪地区体育振興会

(６) 松浪地区スポーツ少年団

(７) 汐見台小学校区青少年育成推進協議会

(８) 緑が浜小学校区青少年育成推進協議会

(９) 松浪小学校区青少年育成推進協議会

(１０) 汐見台小学校ＰＴＡ

(１１) 緑が浜小学校ＰＧＴ

(１２) 松浪小学校ＰＴＡ

(１３) 松浪中学校ＰＴＡ

(１４) 食生活改善推進団体

(１５) 浜竹一丁目自治会

(１６) 浜竹二丁目自治会

(１７) 浜竹三丁目自治会

(１８) 浜竹四丁目自治会

(１９) 松浪一丁目自治会

(２０) 松浪二丁目自治会

(２１) 富士見町自治会

(２２) LG 富士見町自治会

(２３) 常盤町自治会
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(２４) 緑が浜自治会

(２５) 汐見台自治会

(２６) 出口町自治会

(２７) ひばりが丘自治会

(２８) 美住町自治会

（２９）公募委員

１２ まちぢから協議会連絡会 

行政からの依頼事項等について（別紙のとおり） 

１３ 閉会 

次回運営委員会：令和４年７月１３日（水）９：３０～ 
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～より良い地域となるために、地域と行政が課題を共有～ 
松浪地区の地域課題について、地域の様々な団体、個人から意見を募集いたします! 

昨年度は新型コロナウイルスの影響により、従来開催しておりました「市民集会」を「松浪地区会議」とし

て、まちぢから協議会と行政で意見交換を行いました。 

今年度は、お寄せいただきましたご意見・ご質問等を、市民集会で取り上げる地域の課題として、協議会

で整理させていただき、今後の感染状況等をみながら、市民集会の開催に向けて、手法やテーマを検討して

きたいと考えております。 

内容によっては、今後の大切な地域課題として参考情報とさせていただいたり、別途個別に対応させてい

ただいたりする場合もありますので、ご了承ください。 

 

～ご意見・ご質問募集～ 
松浪地区の地域課題等を意見募集用紙に必要事項を記入し、 

７月２９日（金）までに「自治会などの所属団体」又は「茅ヶ崎市総務部市民自治

推進課」へご提出ください。 

チラシは、松浪コミセンに配架、 

まちぢから協議会ＨＰ（「http://matunami.jimdo.com/」）にも掲載しています。 

回覧 

意見募集用紙は裏

松浪地区まちぢから協議会 

茅ヶ崎市総務部市民自治推進課地域自治担当 

住所 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号 

電話 82-1111 ＦＡＸ 87-8118 

shiminjichi@city.chigasaki.kanagawa.jp 

松浪地区が、こうなった

らいいなぁ・・ 

「どうして？」 

「困った」 

「もっとよくなる」 

令和４年度 松浪地区 意見募集 

ご意見お待ちしております 
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令和4年度 松浪地区【意見募集用紙】

意見の題名:

通し番号　令和４年度　（№　　　　　　　　　）

所属団体
又は字名 区　分 □　新規　　　　□　継続
氏　　名

電　　話

□　課題　□　意見　□　質問　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□防災対策　□市民安全　□子ども育成
□生活環境　□文化歴史
□その他（　  　　　　　　　　　 　　　 　　）

□　取扱いなし

・場所が特定できるように具体的な所在地の記載・地図の添付、写真等の状況がわかる資料の添付をお願いします。

・ご提出された意見等は、まちぢから協議会で集約し、情報共有させていただきます。

【注意事項とお願い】

・電子データがある場合は、併せてご提出ください。（自治会等団体の代表者又は市役所市民自治推進課宛て）

・簡易な道路補修、市管理地の草刈り、カーブミラー向き調整等の案件については、個別に担当課へご連絡ください。

備　　　考

次のいずれかに□を入れてください。

自宅:
携帯:

テーマ

取扱い区分の□にチェック

□　同一案件と統合

□　その他（　　　　　　　　　　　　）

【まちぢから協議会使用欄】　　受付日【令和４年　　　月　　　　日】

□　意見に追加
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松浪地区まちぢから協議会個人情報保護方針（案） 

 

松浪地区まちぢから協議会では、茅ヶ崎市から地域集会施設「松浪コミュニティ

センター」の指定管理業務の指定を受け、平成２９年令和３年４月１日から平成３

３年令和８年３月３１日まで、当該施設の管理運営を茅ヶ崎市に代行して行う業務

及び茅ヶ崎市教育委員会から子どもの家「なみっこ」の指定管理業務の指定を受け、

平成２９年令和３年４月１日から平成３３年令和８年３月３１日まで、当該施設の

管理運営を茅ヶ崎市教育委員会に代行して行う業務について、その社会的責任を認

識し、個人情報の保護、個人情報に関する法規制その他の規範を遵守し、事業を行

うために、次の方針を制定します。 

 

■ 個人情報保護方針 

１ 個人情報は指定管理業務に必要な範囲に限定して取得・利用・提供します。 

２ 個人情報への不正なアクセス、又は、破壊、漏えい等の危険性に関しては、合

理的な安全策を講じます。 

３ 個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守します。 

４ 個人情報の取扱いは、適時、適切に見直しを行い、適切に管理します。 

５ 本方針は、指定管理業務を行う全従業員（松浪地区まちぢから協議会委員、松

浪コミセン事務員等）に配布して周知させます。また、従業員各自の教育、啓発

に努め、個人情報保護意識の高揚を図ります。 

 

平成２９年１月１８日令和３年４月１日 

 

                                          松浪地区まちぢから協議会

    

                   会長 植松 伸擴    

前田 積     
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特定個人情報等の適正な取り扱いに関する基本方針（案） 

 

松浪地区まちぢから協議会（以下「当協議会」といいます。）は、個人番号および特定個

人情報（以下「特定個人情報等」といいます。）の適正な取り扱いの確保に取り組むために、

特定個人情報等の保護を重視し、「特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針」を以

下のとおり定めます。 

 

１．特定個人情報の適正な取り扱い 

 当協議会は、従業員等（以下、「本人」といいます。）の特定個人情報等を取得、保管、

利用、提供または廃棄するにあたって、当協議会が定めた取扱規程に従い適切に取り扱い

ます。 

 

２．利用目的 

 当協議会は、特定個人情報等を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。 

①  雇用保険法に関する資格取得、資格喪失、給付等の事務手続きに使用するため。 

② 労働者災害補償保険法に関する給付、社会復帰促進事業等の事務手続きに使用するた

め。 

③ 所得税法に関する法定調書、源泉徴収票の作成等の事務手続きに使用するため。 

④ その他、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第

19 条各号のいずれかに該当し、特定個人情報の提供を受けることができる関連事務等に

使用するため。 

 

３．安全管理措置に関する事項 

（１）当協議会は、特定個人情報の漏えい、流失または毀損の防止等、特定個人情報等の

管理のために別途取扱規程を定め、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、役職

員に特定個人情報等を取り扱わせるにあたり、特定個人情報等の安全管理措置が適切に講

じられるよう、当該役職員に対する必要かつ適切な監督を行います。 

（２）特定個人情報の取り扱いについて、本人の許諾を得て、第三者に委託する場合には、

特定個人情報保護に関する十分な水準を備える者を選定するとともに、契約等により安全
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管理措置を講じるよう定めた上で、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。 

 

４．関係法令、ガイドラインの遵守 

 当協議会は、個人情報及び特定個人情報等に関する法令、特定個人情報保護委員会およ

びその他の規範を遵守し、全役員が特定個人情報等の保護の重要性を理解し、適正な取り

扱い方法を実施します。 

 

５．継続的改善 

 当協議会は、特定個人情報等の保護が適正に実施されるよう、本基本方針を継続して改

善します。 

 

６．お問合せ 

 当協議会は、特定個人情報等の取り扱いに関するお問い合わせに対し、適切に対応いた

します。 

 

平成２９年１月１８日令和 年 月  日 

松浪地区まちぢから協議会    

会長 植松 伸擴    

                                前田 積 

 

松浪地区まちぢから協議会「特定個人情報等の適正な取り扱いに関する基本方針」に関す

るお問い合わせ先 

所在地   神奈川県茅ケ崎市常盤町２番２号 

電話番号  ０４６７－８７－８８５５ 
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令和４年度 茅ヶ崎市まちぢから協議会情報交換会 次第 （案） 

 

日 時：令和４年６月２５日（土）    

１３時３０分～１６時３０分   

場 所：市役所本庁舎４階 会議室１～５ 

 

１ 開 会 

 

 

２ 茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会会長 あいさつ （１３時３０分～） 

 

 

３ 行政職員出席者の紹介 （１３時３３分～） 

 

 

４ 茅ヶ崎市長 あいさつ （１３時３７分～） 

 

 

５ 茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会アドバイザー委嘱式 （１３時４０分～） 

  法政大学法学部 名和田 是彦氏（現茅ヶ崎市地域コミュニティ審議会委員） 

 

６ 取り組み事例の発表及び意見交換 

  テーマ：「来たるべき日に備えて～まちぢから協議会が力を発揮するために」  

第１部 １３時４５分～１４時１５分 

防災対策課より中島自治会で実施しているモデル事業の中間報告 

 

  第２部 １４時２０分～１４時５０分 

      海岸地区まちぢから協議会の取り組み事例の発表 

 

【休憩】（１４時５０分～１５時１０分） 

 

  第３部 １５時１０分～１５時５０分 

      意見交換 

 

７ 講評 １５時５０分～ 

      法政大学法学部 名和田 是彦氏 

      横浜市立大学国際教養学部 三輪 律江氏 

      令和防災研究所 事務局長 河上 牧子氏 

  

８ 閉 会 
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茅ヶ崎市地域コミュニティ審議会委員のプロフィール 

 

名和田
な わ た

 是 彦
よしひこ

 氏 

法政大学 法学部 教授 

専門分野はコミュニティ論、公共哲学、法社会学 

 

茅ヶ崎市との関わり 

平成２４年からモデル事業の取組を開始した新たな地域コミュニティ（まちぢから協議会）

の制度設計の段階からご助言をいただき、平成２８年４月より「茅ヶ崎市地域コミュニティ

の認定等に関する条例」に基づく地域コミュニティ審議会の会長に就任され、まちぢから協

議会の活動に対する助言、市の支援等の在り方、他市の事例等の助言をいただいている。 

また、まちぢから協議会から提案のあった特定事業を審査する企画事業審査会においても、

アドバイザーとして携わり本市のコミュニティ事業の推進と発展に貢献されている。 

令和４年６月より茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会のアドバイザーに就任予定。 

 

 

 

三輪
み わ

 律
のり

江
え

 氏 

横浜市立大学 学術院国際総合科学群 国際教養学部 准教授 

専門分野は建築・都市計画、参加型まちづくり、こどものための 

都市環境、環境心理学 

 

平成３０年７月から令和２年６月まで茅ヶ崎市地域コミュニティ審議会委員として、まち

ぢから協議会の活動に対する助言、市の支援等の在り方、他市の事例等の助言をいただいて

いる。令和４年７月より地域コミュニティ審議会の会長に就任予定。 

 

 

河 上
かわかみ

 牧子
まきこ

 氏 

令和防災研究所 事務局長 主任研究員 

 

令和２年７月より茅ヶ崎市地域コミュニティ審議会委員として、まちぢから協議会の活動

に対する助言、市の支援等の在り方、他市の事例等の助言をいただいている。 

また、令和２年１１月の茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会研修会では「気候変動＋コロナ禍

で どう続ける・どうつながる 地域の力」というテーマで講師をされている。 
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現地参加

1

2

3

4

5

6

7

オンライン参加

1

2

3

4

今後、防災に関して意見交換したいテーマや日頃から気になることがあればご記入ください。

所属・役職名 氏名
メールアドレス

（オンライン参加者のみ）

○○＠□□○○　○○（例）○○センター　会長

（例）○○自治会　会長 △△　△△

副会長

会長

（例）会長 ○○　○○

令和４年度　茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会情報交換会　参加者名簿

・所属する地区名のご記入をお願いいたします。

・会長および副会長様におかれましては、必ずご出席いただきますようお願いいたします。

・その他委員の皆様におかれましても最大５名のご出席をお願いいたします（自治会長、民生委員・児童委員、地区社

　会福祉協議会、ボランティアセンター等より選出してください。）

・上記以外の方でオンラインでの傍聴をご希望の方はメールアドレスの記述をお願いいたします。後日、頂いたアドレ

　ス宛にオンライン会議のＵＲＬをお送りいたします。（記載欄が不足する場合は本様式を複数枚ご用意ください。）

・当参加者名簿につきましては、６月２０日（月）までにメールや逓送便等で茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会事務局

　または市民自治推進課までご提出をお願いいたします。

所属・役職名 氏名

地区まちぢから協議会
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市民集会のイメージ図 

 

 

令和３年度に提案した 

２つの市民集会 

「ドリーム型市民集会」 

「モグラ型市民集会」 

 

 

テーマを絞りつつ 

出席人数を拡大した 

「大モグラ型市民集会」 

「公共施設の利用制

限緩和」と「地域の意

向」を踏まえた対応 
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R４年度 市民集会 開催予定表    （松浪地区） 

 
項   目 備  考 

第一希望 日時 ９月１０日（土） 

１３時 3０分～１６時００分 

 

第二希望 日時 ９月１０日（土） 

９時３０分～１２時００分 

 

第三希望 日時 ９月１１日（日） 

１３時３０分～１６時００分 

 

第四希望 日時 
９月１１日（日） 

９時３０分～１６時００分 

 

場  所 
松浪コミュニティセンター ２階 ホール１・２ 

 

 

テ ー マ 
未定（松浪地区で意見募集しテーマを決める） 

 

 

地域側 参加予定者 

 

３３名（運営委員） 

一般参加について今後状況を見ながら検討 
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令和４年度 美化キャンペーン クリーン茅ヶ崎の開催報告について 

 

 令和４年度美化キャンペーンクリーン茅ヶ崎の結果を御報告いたします。 

 

１ 開催日時 

  令和４年６月５日（日）午前７時から８時３０分まで 

 

２ 参加者 

  １，４６０人（前回 令和元年度参加者 ２，０８８人） 

                                      （単位：人） 

場所 令和４年度 令和元年度 比較 

小和田浜公園東側信号下 195 280 △85 

菱沼海岸信号下 52 81 △29 

第一中学校入口信号下 170 414 △244 

茅ヶ崎駅南口入口信号下 97 180 △83 

サザンビーチちがさき（本部） 310 613 △303 

西浜中学校前信号下 231 150 81 

柳島歩道橋下 405 370 35 

計 1,460 2,088 △628 

 

３ ごみ回収量 

  ２．１ｔ（前回 令和元年度回収量 ５．３４ｔ） 

                        （単位：ｔ） 

 令和４年度 令和元年度 比較 

可燃ごみ 1.54 2.86 △1.32 

不燃ごみ 0.56 2.48 △1.92 

計    2.10 5.34 △3.24 
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 まちぢから協議会連絡会 令和４年６月定例会 

                           令和４年６月８日（水）開催 

「行政からの依頼・説明事項」 

Ｎｏ 課 名 依頼事項 広報紙掲載 概要等 説明 

１ 資産経営課ほか 市民ギャラリー、茅ヶ

崎駅前市民窓口センタ

ー及び萩園市民窓口セ

ンターの廃止等並びに

ネスパ茅ヶ崎ビル等の

利活用に関する方針

（素案）のパブリック

コメントの実施につい

て 

有（7/1号） 

無 

別紙のとおり 市民自治推進課 

２ 

 

資源循環課 ①ごみ有料化実施に

伴うごみ排出量の変

化について 

 

②ごみ有料化に関す

るチラシの回覧につ

いて 

有（ / 号） 

無 

 

①４月から始まった

ごみ有料化に関し、

説明会の実施等に対

するお礼と、制度開

始から１ヶ月（４月

分）の状況をお知ら

せするもの。 

 

②ごみ有料化が始ま

り、プラスチック製

容器包装類の中に、

汚れたものや禁忌類

の混入割合が増えて

来ており、分別の再

認識について記載し

たチラシの回覧を依

頼するもの。 

資源循環課 

環境事業センタ

ー 

３ 男女共同参画課 防災講座「男女の視点

で地域の防災力をア

ップする」の開催につ

いて 

有（6/1号） 

無 

地域における男女参

画推進のため、地域

防災に男女それぞれ

の視点を取り入れる

ことで、より地域の

防災力が高まること

について学ぶ講座の

開催について情報提

供するもの。 

男女共同参画課 
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案　件　名 応　募　期　間 担当課

1

市民ギャラリー、茅ヶ崎
駅前市民窓口センター及
び萩園市民窓口センター
の廃止等並びにネスパ
茅ヶ崎ビル等の今後の利
活用に関する方針（素
案）

令和４年６月２２日（水）から
７月２１日（木）まで

市民課・資産経
営課・文化生涯
学習課・図書館

【パブリックコメントに係る資料の配架施設】

　　　事務担当　市民自治推進課　協働推進担当
　　　電　　　話　８２－１１１１　（内線２４１４・２４１５）

公民館、青少年会館、茅ヶ崎公園体験学習センターうみかぜテラス、市民活動サポートセンター、図書館、出
張所、市民窓口センター、小出支所、男女共同参画推進センターいこりあ、保健所、市立病院、市政情報コー
ナー、担当課窓口、市ホームページ

これまでに実施したパブリックコメントの実施状況については、市ホームページ
(http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/public/index.html）で結果を公表しています。

パブリックコメントの実施を予定している案件について

概　　要

公共施設マネジメントを推進するため、
『茅ヶ崎市公共施設等総合管理計画（改訂
版）』を令和４年３月に策定し、当該計画
における基本方針に基づき、公共施設等の
統合・複合化・廃止・利活用等の検討を
行っています。この取り組みを踏まえ、ネ
スパ茅ヶ崎ビル等で提供している市民サー
ビスの廃止等を行い、その廃止等により発
生する空きスペースを利活用することに関
する方針の素案を取りまとめました。

　市民の皆さまから広くご意見等を募集するパブリックコメントについて、現在、実施をしている案件及び実施を
予定している案件についてお知らせいたします。なお、予定している案件は６月８日現在の予定であり、実際の実
施においては、若干、変更になる可能性がございます。

令和４年６月８日

まちぢから協議会連絡会 資料１

総務部 市民自治推進課
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市民・事業者の皆さまへ
「ごみ有料化」へのご理解・ご協力
ありがとうございます

令和４年４月から「ごみ有料化」がスタートしました。
家庭から出るごみと資源物の排出量の状況（表面）と
市からのお願い（裏面）をお知らせします。

ごみが減り、資源物が増えました

4月の排出量は、前年同時期と比べ、「燃やせるごみ」は23.8%、
「燃やせないごみ」は44.2％減りました。

また、分別が進んだことで、「プラスチック製容器包装類」が20.7％増
えました。

2,522t

3,310t

R4年４月

R3年４月

23.8％
減

［燃やせるごみの排出量］

225t

403t

R4年４月

R3年４月

44.2％
減

［燃やせないごみの排出量］

274t

227t

R４年４月

R3年４月

20.7％
増

［プラスチック製容器包装類の排出量］

皆さんのご協力により大きな効果が出ています。
引き続き、適正な分別やごみの減量にご協力をお願いします。

令和４年６月８日
まちぢから協議会連絡会 資料２

環境部 資源循環課
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「プラスチック製容器包装類」とは、商品が入っている容器や商品を包んでいる包装
のことです。

「プラマーク」が付いているものが対象となります。

「プラマーク」が付いていても、汚れが取れないものは、リサイクルできないので、「燃や
せるごみ」として出してください。

これらは、ある一日の「プラスチック製容器包装類」に混入された「危険な異物」の写
真です。
皆さんが出す「プラスチック製容器包装類」の中に、これらのものは入っていませんか？
それらは、施設で火災が起こったり、作業員のケガに繋がるとても危険なものです。

皆さんのご協力により、リサイクルが進み始めています。
一方で、誤った分別により、「プラスチック製容器包装類」に、「プラマークがないもの」
や「汚れたもの」、「危険物」が混入することも多くなってきました。

「プラスチック製容器包装類」の分別

【お問い合わせ先】 市役所 資源循環課 電話0467-82-1111（代表）

「プラスチック製容器包装類」に混入している異物

電子タバコ
電動歯ブラシ
スプレー缶
バッテリー
乾電池
ライター
カミソリ
注射器 など
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